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Gemini 2.0 Pro Experimental 02-05 
edit 
more_vert 
この判決についてわかりやすく説明してください。 
edit 
more_vert 
この判決は、特許庁が「特許を取り消す」と判断した決定（特許取消決定）に対して、特許
権者である強化土エンジニヤリング株式会社が「その決定を取り消してほしい」と訴えた裁
判（特許取消決定取消請求事件）の判決です。 
争点 
争点は、強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明（地盤固結材および地盤改良工法）が、
「進歩性」があるかどうか、つまり、既存の技術（引用発明）から容易に発明できるもので
はないか、という点でした。 
特許庁の判断（本件決定） 
特許庁は、強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明（請求項 1、2、4～7）は、以下の
理由から進歩性がないと判断し、特許を取り消す決定をしました。 

• 主引用発明（甲 1 文献）：特開平 7-166163 号公報に記載された発明。 
• 一致点：強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明と主引用発明は、「水ガラスと

微粒子スラグを有効成分とする地盤固結材を地盤に注入して地盤を固結する」とい
う点で一致する。 

• 相違点： 
o 相違点 1：強化土エンジニヤリング株式会社の発明は、「1 次ゲル化」と「2

次ゲル化」を特定しているが、引用発明にはその特定がない。 
o 相違点 2：強化土エンジニヤリング株式会社の発明は、「1 次ゲル化に到る時

間以上の時間をかけて所定量地盤に注入」するとしているが、引用発明には
その特定がない。 

o 相違点 3～7：請求項 2、4～7 に関する相違点。 
• 容易想到性：相違点は、他の文献（甲 5、甲 6、甲 9 文献）に記載された技術事項

（マグマアクション法など）を組み合わせることで、当業者（その分野の専門家）
が容易に想到できるものである。 

裁判所の判断（今回の判決） 
裁判所は、特許庁の判断は誤りであり、強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明は進歩
性があると判断し、特許庁の決定を取り消しました。主な理由は以下のとおりです。 



1. 相違点 1、2 の判断の誤り： 
o 相違点 1 と相違点 2 は、一体として理解されるべきものであり、切り離して

判断することはできない。 
o 強化土エンジニヤリング株式会社の発明は、懸濁型グラウト（水ガラスと微

粒子スラグ）の特性（1 次ゲル化、疑塑性、2 次ゲル化）に応じた注入条件
を特定している。 

o 甲 5、甲 6、甲 9 文献は、溶液型グラウト（酸性シリカ溶液）に関するもの
であり、固結の原理が異なるため、懸濁型グラウトにそのまま適用すること
はできない。 

o 甲 9 文献には、「シリカを含有してゲル化を伴う懸濁型グラウト」も使用で
きると記載されているが、具体的な注入条件や、懸濁型グラウトの特性（1
次ゲル化など）との関係は示されていない。 

2. 相違点 3～7 の判断の誤り： 
o 請求項 2、4～7 は、請求項 1 の発明特定事項を引用しているため、請求項 1

と同様に、進歩性がある。 
結論 
裁判所は、特許庁の決定を取り消し、強化土エンジニヤリング株式会社の特許は有効である
と判断しました。つまり、強化土エンジニヤリング株式会社の「地盤固結材および地盤改良
工法」は、既存の技術から容易に発明できるものではなく、独自の技術であると認められた
ことになります。 
わかりやすく言うと… 
「特許庁は、強化土エンジニヤリングの技術は、他の会社が既に公開している技術と似てい
るから、特許を取り消す！」と言いました。 
しかし、裁判所は、「いやいや、強化土エンジニヤリングの技術は、他の会社の技術とは違
う点がちゃんとあって、しかもその違いは専門家でも簡単に思いつくようなものじゃない。
だから、特許は有効！」と判断した、ということです。 
34.6s 
edit 
more_vert 
特許庁の判断と裁判所の判断の違いを詳しく説明してください。 
edit 
more_vert 
特許庁の判断と裁判所の判断の違いを、より詳しく説明します。 
1. 相違点の捉え方 

• 特許庁： 相違点 1（「1 次ゲル化」「2 次ゲル化」の特定）と相違点 2（「1 次ゲル化に
到る時間以上の時間をかけて注入」）を、それぞれ独立したものとして捉えました。



つまり、「1 次ゲル化」「2 次ゲル化」という言葉の定義自体は、引用発明でも生じう
る現象に名前を付けただけであり、特別な技術的意味はないと考えました。また、
「1 次ゲル化に到る時間以上の時間をかけて注入」という点も、他の文献（甲 5、甲
6、甲 9）に記載された技術（マグマアクション法など）から容易に想到できると考
えました。 

• 裁判所： 相違点 1 と相違点 2 は、一体として捉えるべきであると判断しました。つ
まり、「1 次ゲル化」「2 次ゲル化」という言葉の定義だけでなく、それらの特性を踏
まえた上で、「1 次ゲル化に到る時間以上の時間をかけて注入」するという注入条件
が、強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明の重要なポイントであると考えま
した。 

2. 引用文献の解釈 
• 特許庁： 甲 5、甲 6、甲 9 文献に記載された「マグマアクション法」などの技術は、

溶液型グラウト（酸性シリカ溶液）だけでなく、懸濁型グラウト（水ガラスと微粒
子スラグ）にも適用できると考えました。これらの文献の記載から、当業者（その
分野の専門家）であれば、引用発明にマグマアクション法を適用し、「1 次ゲル化に
到る時間以上の時間をかけて注入」することを容易に想到できると判断しました。 

• 裁判所： 甲 5、甲 6、甲 9 文献に記載された「マグマアクション法」は、溶液型グ
ラウト（酸性シリカ溶液）の固結原理（地盤の pH による反応）に基づくものであ
り、懸濁型グラウト（水ガラスと微粒子スラグ）の固結原理（スラグの水硬性）と
は異なるため、そのまま適用することはできないと判断しました。また、甲 9 文献
には、「シリカを含有してゲル化を伴う懸濁型グラウト」も使用できると記載されて
いるものの、具体的な注入条件や、懸濁型グラウトの特性（1 次ゲル化など）との関
係は示されていないため、当業者が容易に想到できるとはいえないと判断しました。 

3. 結論 
• 特許庁： 強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明は、引用発明と他の文献の組

み合わせから、当業者が容易に発明できるものであり、進歩性がないと判断しまし
た。 

• 裁判所： 強化土エンジニヤリング株式会社の特許発明は、引用発明や他の文献から
は容易に発明できない独自の技術であり、進歩性があると判断しました。 

要するに… 
特許庁は、「言葉の定義自体は重要ではなく、他の文献の技術を組み合わせれば、同じよう
な注入方法は簡単に思いつくだろう」と考えました。 
一方、裁判所は、「言葉の定義だけでなく、その技術がどのような原理で、どのような特性
を持っているかが重要であり、他の文献の技術をそのまま適用することはできない。強化土
エンジニヤリングの特許発明は、独自の注入条件を特定しており、それは簡単に思いつくも
のではない」と考えた、ということです。 



36.4s 
edit 
more_vert 
特許庁はなぜ間違った判断をしたのでしょうか？ 
edit 
more_vert 
特許庁がなぜ間違った判断をしたのか、その理由を完全に特定することは困難ですが、考え
られる要因をいくつか挙げます。 

1. 相違点の捉え方の違い: 
o 特許庁は、相違点 1（「1 次ゲル化」「2 次ゲル化」の特定）と相違点 2（「1 次

ゲル化に到る時間以上の時間をかけて注入」）を、それぞれ独立した要素と
して捉え、個別に容易想到性を判断しました。 

o しかし、裁判所は、これらの相違点は一体として捉えるべきであり、特に懸
濁型グラウトの特性（1 次ゲル化、疑塑性、2 次ゲル化）と注入条件との関
連性を重視しました。 

o 特許庁は、これらの相違点を形式的な言葉の定義や、一般的な注入方法のバ
リエーションと捉えてしまった可能性があります。 

2. 引用文献の解釈の相違: 
o 特許庁は、甲 5、甲 6、甲 9 文献に記載された「マグマアクション法」など

の技術が、溶液型グラウトだけでなく、懸濁型グラウトにも適用可能である
と解釈しました。 

o しかし、裁判所は、これらの文献は主に溶液型グラウトの固結原理（地盤の
pH による反応）を説明しており、懸濁型グラウトの固結原理（スラグの水
硬性）とは異なるため、そのまま適用することはできないと判断しました。 

o 特許庁は、甲 9 文献の「シリカを含有してゲル化を伴う懸濁型グラウト」と
いう記載を、より広範に解釈し、懸濁型グラウトへのマグマアクション法の
適用を容易に想到できると判断した可能性があります。しかし、裁判所は、
この記載だけでは具体的な注入条件や懸濁型グラウトの特性との関連性が
不明確であると判断しました。 

3. 技術分野の専門性の限界: 
o 特許審査は、非常に幅広い技術分野を対象としており、審査官が全ての技術

分野に精通しているわけではありません。 
o 今回のケースでは、地盤改良工法、特に懸濁型グラウトの特性や注入条件に

関する専門的な知識が、特許庁の判断に影響を与えた可能性があります。 
o 裁判所は、専門家の意見（鑑定など）を参考にしながら、より詳細な技術的

検討を行った結果、特許庁の判断とは異なる結論に至ったと考えられます。 



4. 判断の基準の相違: 
o 特許審査における進歩性の判断は、「当業者が容易に想到できるか否か」と

いう基準に基づいて行われます。 
o しかし、「容易に想到できる」かどうかの判断は、ある程度の主観が入る可

能性があり、審査官と裁判官の間で判断が異なることがあります。 
o 裁判所は、特許庁の判断よりも、発明の独自性や技術的意義を重視する傾向

があるとも言えます。 
これらの要因が複合的に影響し、特許庁の判断と裁判所の判断に違いが生じたと考えられ
ます。特許訴訟では、このような判断の相違がしばしば起こり得ます。 
24.8s 
edit 
more_vert 
一般的に裁判所の方が特許庁よりプロパテントであると言われています。その影響はある
でしょうか？ 
edit 
more_vert 
はい、一般的に裁判所の方が特許庁よりもプロパテント（特許を認めやすい）傾向にあると
言われており、今回の判決にもその影響がある可能性は否定できません。 
プロパテントとは 
プロパテントとは、特許権を保護・強化する方向に働く考え方や政策のことです。特許権を
広く認め、権利行使を容易にすることで、技術革新を促進し、産業の発展に寄与することを
目的としています。 
裁判所がプロパテント傾向にある理由 
裁判所が特許庁よりもプロパテント傾向にあると言われる理由としては、以下のような点
が挙げられます。 

1. 司法の独立性: 裁判所は、特許庁のような行政機関とは異なり、独立した司法機関で
す。そのため、行政的な政策目標（例えば、特許出願件数を抑制するなど）に左右
されず、個別の事件ごとに、より公平かつ客観的な判断を行うことができます。 

2. 当事者主義: 裁判では、特許権者と特許無効を主張する当事者（今回の場合は特許庁）
が、それぞれの主張と証拠を提出し、裁判官はそれらを比較検討して判断を下しま
す。特許権者は、当然ながら特許の有効性を強く主張するため、裁判官は特許権者
の主張に耳を傾けやすくなります。 

3. 専門家の活用: 裁判所は、必要に応じて、技術分野の専門家（鑑定人など）の意見を
聴取することができます。これにより、特許庁の審査官よりも詳細な技術的検討を
行うことができ、特許発明の技術的意義や進歩性をより正確に評価できる可能性が
あります。 



4. 判例の影響: 過去の裁判例において、特許を有効と判断したものが蓄積されると、そ
の後の裁判でも同様の判断がなされやすくなる傾向があります。 

今回の判決への影響 
今回の判決では、裁判所は特許庁の判断を覆し、特許を有効と判断しました。この判断には、
上記のプロパテント傾向が影響している可能性はあります。 
具体的には： 

• 裁判所は、相違点 1 と 2 を一体として捉え、懸濁型グラウトの特性と注入条件との
関連性を重視しました。これは、特許発明の技術的意義をより深く理解しようとす
る姿勢の表れと言えます。 

• 裁判所は、甲 5、甲 6、甲 9 文献の技術が懸濁型グラウトにそのまま適用できないと
判断しました。これは、特許発明の独自性をより明確に認めようとする姿勢の表れ
と言えます。 

ただし、注意点 
裁判所が常にプロパテントであるとは限りません。個別の事件の内容や証拠、裁判官の判断
によっては、特許が無効と判断されることもあります。また、近年では、特許の質の向上や、
過度な特許権保護による弊害を懸念する声も高まっており、裁判所の判断にも変化が見ら
れる可能性があります。 
結論 
今回の判決は、裁判所が特許庁よりもプロパテント傾向にあることが影響した可能性はあ
りますが、それだけが唯一の理由ではありません。個別の事件における詳細な技術的検討や、
当事者の主張、証拠などを総合的に考慮した結果、裁判所は特許庁とは異なる判断に至った
と考えられます。 
 


